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直島における周辺環境モニタリング（水質、底質）結果について 

 

直島における周辺環境モニタリングは、中間処理施設の建設前、雨水集水施設の完成後、運転

期間に実施し、周辺環境への影響を把握することを目的としている。今回、中間処理施設の運転

開始後である平成 17年 2月に実施した水質調査結果及び底質調査結果をとりまとめた。 

 

１．調査の経緯 

  調 査 区 分 調 査 期 間 工事との関連 

報 
 

告 
 

済 

中間処理施設の建設前 

平成 13年 3 月 8日（木） 中間処理施設の建設開始前に、バッ

クグラウンドを確認するため実施

した。 平成 13年 7 月 18日（水） 

雨水集水施設の完成後 平成 15年 8 月 4日（月） 雨水集水施設の完成後に実施した。 

運転期間 平成 15年 11月 11日(火) 
中間処理施設の運転開始後に実施

した。 

 平成 16年 1 月 9日(金)  

 平成 16年 6 月 1日(火)  

 平成 16年 8 月 9日(月)  

 平成 16年 11月 29日(月)  

今
回 

報
告 

 平成 17年 2 月 2日(水)  

 

２．調査の概要 

（１）調査地点（調査地点図参照)   

   雨水集水施設の排水口近辺 

（２）検体採取機関 

県直島環境センター、県廃棄物対策課、県環境保健研究センター 

（３）分析機関 

      四国計測工業㈱ 

 

３．調査結果の概要 

（１）水質（表１） 

  これまでの調査結果と比べて、特段の差異はみられなかった。 

○一般項目（生活環境保全上の基準：7項目） 

・全リンが、環境基準を満足しなかった。 

・その他の項目については、環境基準を満足していた。 

○健康項目（人の健康を保護する上での基準：25項目） 

・鉛が 0.014 mg/ℓ と環境基準を満足しなかったが、平成 17 年 3 月 15 日に再度調査を行

ったところ、結果は 0.005mg/ℓ であり、環境基準を満足していた。なお、平成 13 年か

ら過去 8回の調査結果では、全て環境基準を満足していた。 

平成 17年 3月 22日 
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今回の原因については、調査地点は水深 4ｍ程度であり、船舶による底泥のまき上げに

よる影響も考えられることから、今後、この点に十分注意しながら調査を行うこととす

る。 

  ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されたが、環境基準を満足していた。 

・その他の項目については検出されず、環境基準を満足していた。 

  ○その他の項目（4項目） 

・モリブデン、ニッケル及びアンチモンは検出されなかった。 

  ○ダイオキシン類 

   ・ダイオキシン類については、環境基準を満足していた。 

（２）底質（表２） 

    これまでの調査結果と比べて、特段の差異はみられなかった。 

  ・総水銀が検出されたが、暫定除去基準を満足していた。    

・ダイオキシン類は、ダイオキシン類対策特別措置法の底質環境基準を満足していた。 

 

 

鉛の再調査結果 

調査地点 調査年月日 調査結果 環境基準 

雨水集水施設の 

排出口近く 
H17.3.15 0.005mg/ℓ  0.01mg/ℓ  
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  （大腸菌群数の単位；MPN/100ml、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；pg-TEQ/l、ｐＨを除く単位；㎎/l）

測定項目

ｐＨ ＣＯＤ ＤＯ 油分等 大腸菌 全窒素 全リン ｱﾙｷﾙ 総水銀 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 鉛 六価 ひ 素 全ｼｱﾝ ＰＣＢ ﾄﾘｸﾛﾛ ﾃﾄﾗｸﾛﾛ

群数 水銀 ｸﾛﾑ   ｴﾁﾚﾝ    ｴﾁﾚﾝ

H17.2.2 8.1 1.6 9.1 ＮＤ <1.8 0.15 0.033 ＮＤ ＮＤ ＮＤ
0.014

(0.005)
ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H16.11.29 8.0 1.9 7.7 ＮＤ <1.8 0.31 0.040 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H16.8.9 8.0 2.4 5.6 ＮＤ <1.8 0.27 0.038 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H16.6.1 8.2 1.3 8.3 ＮＤ <1.8 0.17 0.025 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H16.1.9 8.2 1.5 9.0 ＮＤ <1.8 0.16 0.019 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H15.11.11 8.0 1.5 6.7 ＮＤ 4.5 0.33 0.042 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H15.8.4 8.1 2.0 6.7 ＮＤ 11 0.22 0.031 ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.005 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H13.7.18 8.0 1.6 6.9 ＮＤ 2.0 0.15 0.027 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

H13.3.8 8.2 2.3 9.7 ＮＤ <1.8 0.14 0.019 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

7.8～ ≦2 ≧7.5 ＮＤ 1,000 ≦0.3 ≦0.03 ＮＤ ≦0.0005 ≦0.01 ≦0.01 ≦0.05 ≦0.01 ＮＤ ＮＤ ≦0.03 ≦0.01

　　8.3

－ ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 ＜1.8 ＜0.05 ＜0.003 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.001 ＜0.005 ＜0.02 ＜0.005 ＜0.1 ＜0.0005 ＜0.002 ＜0.0005

測定項目 1,2- 1,1- ｼｽ-1,2- 1,1,1- 1,1,2- 1,3- 硝酸性窒素

ｼﾞｸﾛﾛ 四塩化 ｼﾞｸﾛﾛ ｼﾞｸﾛﾛ ｼﾞｸﾛﾛ ﾄﾘｸﾛﾛ ﾄﾘｸﾛﾛ ｼﾞｸﾛﾛ ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ﾁｳﾗﾑ  ｼﾏｼﾞﾝ  ﾁｵﾍﾞﾝ  ｾﾚﾝ 有機 及び亜硝酸 ﾆｯｹﾙ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ ｱﾝﾁﾓﾝ  塩素 ﾀﾞｲｵｷ

 ﾒﾀﾝ 炭素 ｴﾀﾝ ｴﾁﾚﾝ ｴﾁﾚﾝ ｴﾀﾝ ｴﾀﾝ ﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ｶﾙﾌﾞ リン 性窒素  ｲｵﾝ ｼﾝ類

H17.2.2 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.02 ＮＤ ＮＤ ＮＤ 18,200 0.088

H16.11.29 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.14 ＮＤ ＮＤ ＮＤ 18,200 0.075

H16.8.9 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.10 ＮＤ 0.008 ＮＤ 18,500 0.12

H16.6.1 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.009 ＮＤ 17,800 0.076

H16.1.9 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.02 ＮＤ ＮＤ 0.002 18,300 0.080

H15.11.11 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.13 ＮＤ ＮＤ 0.001 17,600 0.10

H15.8.4 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 0.02 ＮＤ ＮＤ ＮＤ 17,400 0.10

H13.7.18 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ － ＮＤ ＮＤ ＮＤ 18,100 0.10

H13.3.8 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ － ＮＤ ＮＤ 0.002 18,600 0.075

≦0.02 ≦0.002 ≦0.004 ≦0.02 ≦0.04 ≦ 1 ≦0.006 ≦0.002 ≦0.01 ≦0.006 ≦0.003 ≦0.02 ≦0.01 － ≦10 － 0.07 0.02 － ≦ 1

※1 ※1

＜0.002 ＜0.0002 ＜0.0004 ＜0.002 ＜0.004 ＜0.0005 ＜0.0006 <0.0002 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.0003 ＜0.002 ＜0.005 ＜0.1 ＜0.01 ＜0.05 ＜0.007 ＜0.001 ー ー

※1　要監視項目指針値        

表２　直島における周辺環境モニタリング（底質）

（強熱減量 ；％、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類；pg-TEQ/g・dry、ｐＨを除く単位； ㎎／㎏・dry）

測定項目

ｐＨ ＣＯＤ 硫化物 強熱 油分等 総水銀 ｶﾄﾞﾐｳﾑ  鉛 ひ 素 全ｼｱﾝ ＰＣＢ ﾄﾘｸﾛﾛ ﾃﾄﾗｸﾛﾛ 銅 亜鉛 ﾆｯｹﾙ 総 総 鉄 総 有機 ﾀﾞｲｵｷ

減量 ｴﾁﾚﾝ ｴﾁﾚﾝ ｸﾛﾑ  ﾏﾝｶﾞﾝ リン ｼﾝ類

H17.2.2 7.8 0.9 0.01 1.1 <0.1 1.9 1.5 240 120 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 800 1,900 13 44 41,000 200 ＮＤ 1.2

H16.11.29 7.7 1.9 0.02 1.1 <0.1 0.8 3.8 310 63 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 2,300 2,600 29 62 67,000 300 ＮＤ 2.5

H16.8.9 7.7 2.6 0.04 1.9 <0.1 1.8 1.8 230 150 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 850 2,700 28 61 30,000 530 ＮＤ 4.1

H16.6.1 7.7 3.1 <0.01 2.0 <0.1 1.6 3.7 250 420 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 860 3,100 12 36 27,000 430 ＮＤ 3.6

H16.1.9 8.1 6.6 <0.01 2.4 <0.1 2.3 1.3 240 310 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 1,300 1,800 38 63 53,000 480 ＮＤ 1.9

H15.11.11 7.9 2 4 1.0 <0.1 1.1 1.6 140 840 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 600 2,000 11 46 27,000 390 ＮＤ 1.4

H15.8.4 7.9 4.3(4,300) <0.01(8.5) 1.8 <0.1(75) 3 2.8 186 1.5 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 1,200 80 24 30 46,000 360 ＮＤ 1.8

H13.7.18 － 3.6(3,600) 0.087(87) 0.8 <0.1(20) 4.5 10 640 670 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 8,100 7,500 100 42 220,000 560 ＮＤ 1.4

H13.3.8 7.7 1.4(1,400) 0.034(34) 1.0 － 4.2 3.6 300 330 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ＮＤ 2,200 2,700 29 40 79,000 430 ＮＤ 2.2

平均値 7.6 6.6(6,600) 0.17(176) 3.7 0.38(387) 0.44 0.19 25 5.3 <0.1 <0.01 － － － － － 32 － － <0.1 4.2

最小～ 6.6～ 0.32(320)～ <0.01(<1) ～ 1.0～ <0.1(<50)～ 0.01～ <0.05 ～ 5.3～ 0.97～ <0.1～ <0.001～ － － － － － 4.6～ － － <0.1～ 0.52～

最大   8.2 23(23,000) 1.5(1,500)   11 1.4(1,400)   5.1  1.1 120   12   0.2   <0.01  65   <0.1 9.4

暫定除去基準 － － － － － 12 － － － － 10 － － －  －  －  － － － － 150

H15.11以降 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.01 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.01 ＜0.1 ＜0.5 ＜0.2 ＜0.1 ＜0.01 ＜0.02 ＜0.005 ＜0.5 ＜5 ＜0.5 ＜5 ＜5 ＜5 ＜0.1 －

H15.8まで － － － － － ＜0.01 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.1 ＜0.01 ＜0.02 ＜0.005 ＜0.05 ＜0.5 ＜0.1 ＜0.1 － － ＜0.1 －

※1　県及び市町が平成８年度から平成10年度までに行った県内における底質の結果をまとめたものである。但し、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類については環境庁実施「平成11年度公共用水質等のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類調査」における県内の公共用水域底質調査結果である。

注１）ＣＯＤ、硫化物、油分は、底質調査方法に合わせ、H15.11より単位をmg/g･dryに変更した。それ以前の調査結果についても、単位を変更した数値を示した。（）内は単位がmg/kg･dryの調査結果である。

注２）検出下限値についても、底質調査方法に合わせて変更した。下段はH15.8.4調査までの検出下限値、上段はH15.11.11以降の検出下限値である。

検出下限値(ND)

環境基準
 (海域Ａ･Ⅱ類型)

県内底質　※1

測定場所

直島雨水集水施設の
排水口近辺

直島雨水集水施設の
排水口近辺

表１　直島における周辺環境モニタリング（水質）

測定場所

検出下限値（ND）

検出下限値（ND）

測定場所

環境基準
 (海域Ａ･Ⅱ類型)

直島雨水集水施設の
排水口近辺
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図 直島における周辺環境モニタリング調査地点（●：調査地点） 

中間処理施設 

▲ ● 

周辺地先海域（雨水集水

施設の排水出口近く） 

直島 


